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平成 22 年度の被扶養者資格の再確認は、事業主様にて税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっ

ているかを確認していただき、被扶養者状況リストにチェックを入れていただく方法となります。（税法上の扶養

親族等となっているため、健康保険の被扶養者であることを確認していただきます。）

なお、該当する被扶養者が税法上の扶養親族等でない場合には、事業主様より、被保険者へ被扶養者の状

況を確認していただく方法となります。

確認後の被扶養者状況リストへの記入方法は次のとおりです。

ア 該当する被扶養者が税法上の扶養親族等となっている場合

→ 「①被扶養者の確認方法」欄の「□税」に☑（チェック）してください。

イ 被保険者に被扶養者の収入状況などを確認した場合

→ 「①被扶養者の確認方法」欄の「□被」に☑（チェック）してください。

ウ 確認の結果、被扶養者から解除される場合

→ 「②被扶養者異動届の添付」欄の「□異動届添付」に☑（チェック）してください。

併せて、解除される被扶養者の「被扶養者調書兼異動届」（同封）を記入し、被保険者証を添

付してください。

被扶養者資格の確認と記入方法

確認方法

記入方法

備考欄に「対象外」の表示がある被扶養者
は、今回の再確認は不要です。

リストは提出用・事業主控えの２枚１組です。
事業所の名称等の記入及び事業主の押印を
お願いします。（事業主が自署した場合は押
印を省略できます。）
また、リストが複数枚ある場合は、２枚目以降
の記入、押印は省略して差し支えありません。

「事業主控」はお手元に保管してください。

「被保険者資格喪失届」、「被扶養者（異動）
届」をすでに提出済みで被扶養者の解除を
行っている場合は、備考欄に「喪失届又は
異動届提出済」と記入してください。

①被扶養者の確認方法欄

②被扶養者異動届の添付欄

被扶養者状況リスト（イメージ）

☑税 □被

☑税 □被

□税 □被

☑異動届添付

□異動届添付

□異動届添付



確認の結果、解除される被扶養者がいる場合は、同封の「被扶養者調書兼異動届」を記入のうえ該当被扶養

者の被保険者証を添付してください。

記入方法は、被扶養者調書兼異動届の裏面に記載しています。

≪注意事項≫

○当様式は被保険者単位となっており、被保険者の押印（自署の場合は省略可）が必要となります。

○当様式は協会けんぽ被扶養者資格再確認実施時（解除）専用となりますので、被扶養者の追加、氏名変

更等には使用しないでください。

○高齢受給者証や特定疾病療養受養証等がある場合には、被保険者証と併せて添付してください。

○「正」「副」ともに協会けんぽに提出してください。別途、年金事務所より「副」を事業主様へ送付します。

同封の返信用封筒（協会けんぽ事務局（私書箱））にて、以下のとおり提出してください。

ア 解除となる被扶養者がいない場合

→ 「被扶養者状況リスト」のみ提出してください。

イ 解除となる被扶養者がいる場合

→ 「被扶養者状況リスト」、「被扶養者調書兼異動届」、「被保険者証」を提出してください。

※被保険者証を送付する際は、被保険者証右下（保険者印）にパンチもしくはハサミを入れてください。

○平成22年度の被扶養者資格の再確認は、事業主様において、所得税法上の扶養親族の確認、もしくは被

保険者本人への確認（文書、口頭）にて行っていただくことから、収入証明や住民票等の添付は不要となり

ます。

○被保険者本人に文書にて確認する場合の文書例を協会けんぽホームページに掲載してあります。

○被扶養者調書兼異動届が不足する場合は、管轄する協会けんぽ支部へご連絡いただくか、協会けんぽホ

ームページよりダウンロードしてください。

○税法上の扶養親族等となっていても、現状は健康保険の被扶養者の要件を満たしていない場合は、被扶

養者調書兼異動届を提出してください。

提出方法など

提出方法

被扶養者調書兼異動届

その他の留意事項等

ご存知ですか☝

高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険

制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの拠出金は、各々の制度の加入者（被保

険者及び被扶養者）の人数に応じて算出されます。

そのため、本来、健康保険制度上の被扶養者から解除しなければならない方が届出を行っていないと、そ

の被扶養者分についても協会けんぽの拠出金額に追加され、皆様の保険料負担も増えることになります。

くわしくは協会けんぽホームページをご覧ください。



被扶養者として認定されるには、主として

ア 被保険者と同居（同一世帯）の

扶養家族の年収（＊１）が 130 万円未満

イ 被保険者と同居（同一世帯）でない
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失業給付などとなります。なお、給与所得者の場合は総収入額
残りの収入額が年収となります。
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提出】
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することは、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
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続柄ｺｰﾄﾞ：続柄の数字は続柄
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ホームページ（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
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